
※『申告書』が不足する場合は、市税務課に連絡するか、
各町公民館に用意している申告書をご利用ください。

○記入した市・県民税申告書　　○認め印
○収入金額がわかるもの（源泉徴収票など）
○生命保険料・個人年金保険料・地震および旧長期損

害保険料などの控除証明書
○雑損控除・医療費控除を受けるときは、その領収書

や保険などで補てんされた金額がわかるもの
○本人や扶養親族が障害者のときは、障害者手帳・療

育手帳または福祉課からの通知書など

　『収支内訳書』の作成や『医療費控除』のための医療
費計算（個人ごと医療機関別）は事前の作成や計算を
お願いします。済んでいない場合は、申告会場におい
てご自身で作成・計算をすることになります。

● e -Tax で確定申告を行うときのメリット
①所得税額から最高 3,000 円の控除を受けることがで

きます（本控除の適用は、平成 19 年分から平成 24
年分の間でいずれか１回のみです）。

②還付申告が早期に処理されます。
● e -Tax 注意事項
　e ｰ Tax での申告については、住民基本台帳カードが

必要です（市役所市民課で発行されます）。
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◆問合先　伊万里税務署（ ☎㉓３１４７）

● 所得税の確定申告
２月 18 日（月）〜３月 15 日（金）まで
● 贈与税の申告
２月１日（金）〜３月 15 日（金）まで
● 消費税の確定申告
１月４日（金）〜４月１日（月）まで

　平成 26 年１月から
　　記帳・帳簿などの保存制度の対象者が拡大されます

　個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不
動産所得または山林所得の合計額が 300 万円を超える人に必要と
されていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務
を行うすべての人（所得税の申告の必要がない人を含みます。）に
ついて、平成 26 年１月から同様に必要となります。
　記帳・帳簿などの保存制度や記帳の内容の詳細は、国税庁ホーム
ページ（http://www.nta.go.jp）に掲載されていますので、ご覧く
ださい。

　平成 25 年１月１日現在、伊万里市に住所がある人は、
原則として『申告書』を提出しなければなりません。

■ 市・県民税の申告をする必要のない人
▶所得税の確定申告をした人
▶前年中の所得が給与または公的年金のみである人
　（給与支払報告書、公的年金支払報告書が提出される

ため）
■ このような人も申告が必要です
▶給与以外の所得（不動産所得や農業所得など）があっ

た人や医療費控除・寄附金控除などを受けようとす
る人は、そのための申告書を提出してください。

▶収入がない人もその旨を申告してください。ただし、
市内に居住している親族の扶養親族になっている場
合は申告の必要はありません。

■ 次の場合は郵送での提出もできます
　市・県民税のみの申告が必要な人（確定申告の必要が
ない人）は、郵送での申告ができます。申告書と必要書
類を市税務課あてに送付してください。また、各町公民
館に預けることもできます。
※ 郵送申告分については、記入した内容について電話

で確認することがありますので、必ず電話番号を記
入してください。

■ 申告の受付日程・会場について
※ 申告の受付日程と会場については『申告の手引き』

の４ページにて確認をお願いします。

早めの提出をお願いします

申告に必要なもの

申告における注意事項

ー 税務署からのお知らせ ー

伊万里税務署での申告受付期間

市役所でもできます！
e-Tax（所得税の電子申告）を利用しての確定申告

　今年も市・県民税の申告時期になりました。市・県民税については、納税者による申告や勤務先からの給与支払報告
などによって皆さんの税額を計算し、納税をお願いすることになります。
　今回から、新たに『分かりやすい市県民税申告の手引き』を作成し、この『広報伊万里２月号』と一緒に配布しています。

『手引き』２ページのフローチャートで市・県民税申告が必要となった人は、『手引き』を参考に『申告書』を正しく記入し、
期限内に提出するようお願いします。また、確認のためにもご自身の税額について計算をしてみてください。

申告受付期間
２月20日（水）～３月15日（金）

正しく、お早めに！

～ 自分で作成、自分で確認 ～
市・県民税の申告

■ 郵送・問合先　税務課市民税係（　 ☎㉓２１４８）　 〒 848-8501 伊万里市立花町 1355 番地１

■市役所での申告受付時間
　平日の午前９時 30 分〜午後４時（土・日曜日を除く）
　※ 火・木曜日のみ午後７時まで

：このマークが付いている記事は、市のホームページでもご覧になれます。



市指定ごみ袋 市庁舎エレベータ

広告掲載物 平成 25 年度中に作製する『伊万里市指定ごみ袋』
の『可燃物用（大）』160 万枚（予定） 市役所エレベータ壁面へのポスターによる掲出

規　格 １枠＝縦６㎝ × 横 36 ㎝、青色１色刷り Ｂ３版（横）縦 364 ㎜ × 横 515 ㎜

募集件数 ３枠（左上イラストのとおり） ６枠（右上写真のとおり）

掲載料
（広告料金） １枠 年額 10 万円 １枠 3,000 円（月額）

掲載開始 ９月ごろから店頭にて販売予定 ４月１日（月）

応募期限 ２月 28 日（木） ３月 15 日（金）

注意事項

● 原則１枠での応募としますが、応募数が少ない
場合は、２枠または３枠の掲載が可能です。

● 応募多数の場合は、広告掲載取扱要領に基づき、
市で選考します。

● 広告枠に空きがある場合は、随時申し込みを受
け付けます。

● 掲出期間は月単位（６か月間など）となります。
● 応募多数の場合は、抽選となります。

申込・問合先 環境課リサイクル推進係（　 ☎㉓２１４５） 財政課管財係（　 ☎㉓２１１３）

申込方法

　広告掲載取扱要領をお読みのうえ、申込書に広告の原稿と納税証明書を添えてご応募ください。広告
掲載取扱要領および申込書は申込先に用意しています。また、申込書は市のホームページからダウンロー
ドできます。
※ 受付後、掲出にあたっては審査を行います。法令に違反するもの、政治性・宗教性のあるもの、誇大・

虚偽のおそれのあるものなどは掲載できません。
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あなたの会社・団体の事業活動を PR しませんか

③
②

①

④

⑤ ⑥

広告 募集
も え る ご み

行政区
氏　名

伊 万 里 市

広 告 １

広 告 ２

広 告 ３      　　を 　　  します

　下水道は、皆さんの家庭や事業所から

の汚水を下水道管で処理場まで運び、き

れいな水にして川や海に放流しています。

　この下水道にかかる費用については、

整備計画や運営体制の見直しのほか、処

理場運転費用の節減や建設工事の抑制な

どによって継続的な経費の削減を続けて

いますが、それでも資金が不足するため

下水道使用料以外の市税などの負担に

頼っているのが現状です。

　このようなことから、厳しい経済情勢

ではありますが、下水道の適切な管理運

営と財政の健全化を図るため、使用料の

改定（平均 5.55％）を行います。使用料

の改定は、平成 21 年以来４年ぶり４回

目となり、平成 25 年４月請求分 ( ２月

下旬〜３月下旬使用分 ) から適用されま

す。今後も、なお一層の効率的な事業運

営に努めますので、皆さんのご理解をお

願いします。

■ 問合先　

　下水道課業務係（　 ☎㉓２３９５）

　上記の表により算定した額に消費税 5％を加算した額（10 円未満切捨て）
が使用料となります。
◆一般家庭の例　月 25 ㎥使用の場合の新旧比較（税込み）
　（旧）4,040円 → （新）4,430円となり、１か月に390円の増となります。
※ 上記の例の料金計算方法（月 25 ㎥使用の場合）
　基本料金 10 ㎥まで                              　　　　　　   ＝ 1,370 円
　超過料金 10 ㎥を超え 20 ㎥までの部分   180 円 ×10 ㎥＝ 1,800 円
　超過料金 20 ㎥を超え 30 ㎥までの部分   210 円 × 5 ㎥＝ 1,050 円
　（1,370 円＋1,800 円＋1,050 円）×1.05（消費税加算）＝ 4,430 円　

■下水道使用料単価表（税別）

区　分 旧料金 新料金 引上額

一

般

汚

水

基本料金 ５ ㎥まで 1,050 円 1,150 円 100 円

基本料金10㎥まで 1,250 円 1,370 円 120 円

超
過
料
金

10 ㎥を超え
20 ㎥までの部分 160 円 180 円 20 円

20 ㎥を超え
30 ㎥までの部分 200 円 210 円 10 円

30 ㎥を超え
50 ㎥までの部分 220 円 230 円 10 円

50 ㎥を超える部分 235 円 235 円 0 円

浴場業汚水 １㎥につき 30 円 30 円 0 円

■地下水使用の使用料（税別）

地下水使用
（井戸水）

地下水のみ 20 ㎥（定量）で計算　※3,170 円（定額）

水道水と併用 10 ㎥（定量）を上水道の使用水量に加算

※ 地下水の使用水量が子メーターなどで明確な場合は、その水量で計算できます。

平成25年４月請求分から 下水道使用料を改定します
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日
本
で
は
、
す
べ
て
の
人
が
い

ず
れ
か
の
医
療
保
険
に
加
入
す
る

国
民
皆
保
険
制
度
が
と
ら
れ
て
お

り
、
国
民
健
康
保
険
（
以
下
、
国

保
）
制
度
は
こ
の
国
民
皆
保
険
制

度
を
支
え
る
医
療
保
険
の
一
つ
で

す
。
国
保
制
度
は
、
病
気
や
ケ
ガ

を
し
た
と
き
に
安
心
し
て
治
療
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
日ひ

ご
ろ頃

か
ら

み
ん
な
で
お
金
（
国
保
税
）
を
出

し
合
い
、
お
互
い
に
助
け
合
う
大

切
な
制
度
で
す
。

　
現
在
、
伊
万
里
市
で
は
市
民
の

26
％
に
あ
た
る
１
万
５
０
５
３
人

が
加
入
（
平
成
24
年
11
月
末
現
在
）

し
て
い
ま
す
。
伊
万
里
市
が
保
険

者
と
し
て
運
営
し
て
お
り
、
そ
の
財

源
は
、
加
入
者
（
被
保
険
者
）
が
納

め
る
国
保
税
と
国
・
県
・
市
な
ど
の

負
担
金
な
ど
で
支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
左
上
の
理
由
な
ど

に
よ
り
本
市
の
国
保
会
計
は
た
い

へ
ん
厳
し
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
財
政
調
整
の
た
め
の
『
基
金
』

に
残
高
が
あ
れ
ば
、
急
な
医
療
給

付
費
な
ど
の
増
加
に
対
応
で
き
ま

す
が
、
伊
万
里
市
の
国
保
の
基
金

は
底
を
つ
い
て
い
る
状
況
で
す
。

　
年
々
国
保
税
収
納
率
は
改
善
し

て
い
ま
す
が
、
近
年
の
経
済
不
況

に
よ
り
国
保
税
の
税
収
は
伸
び
悩

む
反
面
、
一
人
当
た
り
の
医
療
費

は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
伊
万

里
市
の
国
保
会
計
は
赤
字
に
陥
っ

て
い
ま
す
（
下
記
グ
ラ
フ
参
照
）。

　
国
保
会
計
の
累
積
赤
字
は
、
平
成

23
年
度
決
算
時
点
で
６
億
９
８
０
４

万
円
に
達
し
、
こ
の
ま
ま
の
状
態

で
推
移
す
る
と
、
平
成
28
年
度
に

は
累
積
赤
字
が
10
億
円
を
超
え
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。

国民健康保険会計が

厳しい主な原因

※平成 24・25 年度は推計値

国
保
会
計
が
ピ
ン
チ

厳
し
い
財
政
状
況

平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度

歳　入 61 億 7,747 61 億 4,946 63 億 6,820 63 億 4,636 63 億 5,149

歳　出 62 億 4,406 63 億 2,083 63 億 6,100 64 億 6,306 64 億 2,963

単年度収支 △ 6,659 △ 1 億 7,137 720 △ 1 億 1,670 △ 7,814

累積赤字 △ 5 億 3,387 △ 7 億 0,524 △ 6 億 9,804 △ 8 億 1,474 △ 8 億 9,288

国
保
税
を
改
定
し
ま
す

■
問
合
先

▽
長
寿
社
会
課
医
療
保
険
係
（
☎
㉓
２
１
５
３
）

▽
税
務
課
市
民
税
係
（
☎
㉓
２
１
４
８
）

● 加入者の高齢化や医療の
高度化に伴う一人当りの
医療費の増加

● 長引く景気の低迷による
国保税収入の伸び悩み

● 後期高齢者医療、介護保
険の保険給付の伸びに伴
う拠出金などの増加

平
成
25
年
度
か
ら

医
療
費
の
増
加
な
ど
で
国
民
健
康
保
険
会
計
が
ピ
ン
チ
！
　
財
政
の
健
全
化
の
た
め
に

（単位：万円）

単年度収支 累積赤字

【グラフ１】単年度収支と累積赤字の推移

１0,000 

　　0

△１0,000

△20,000

△30,000

△40,000

△50,000

△60,000

△70,000

△80,000

H13

2,446

2,446 8,531 2,702 7,457 △9,306 △6,713

△23,278

△46,728

△53,387

△70,524

△69,804

8,531 2,702 7,457
△9,306 2,593 △16,566

△23,450

△6,659

△17,137

720

（単位：万円）

H14 H15 H16 H18 H19 H21 H22 H23H20H17

【表１】年度別単年度収支と累積赤字の推移

【グラフ２】一人当たりの保険給付額と税調定額の推移

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
H13 H17H14 H18 H21H15 H19 H22H16 H20 H23

128,620

75,843 74,982 68,962 68,592 68,644 68,355 75,347
85,401 83,637

79,017
86,817

112,369
129,852

140,204

153,574 160,214

176,291

246,562
259,302

269,581

273,319

保険給付額 税調定額

（単位：円）
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　国保会計の累積赤字がこれ以上増大しないよう、平成 25・26 年度２か年度の国保財政の健全化を図るため、平成 25

年４月１日から下記のとおり税率を改定することになりました。市民の皆さんのご理解をお願いします。

 ■ 国保税の税率を改定します

　応能応益割

医療保険分 後期高齢者医療支援分 介護保険分（40〜64 歳）

改定前 改定後 改定前 改定後 改定前 改定後

① 平等割額
　　（１世帯当たり）

31,200 円 32,100 円 7,000 円 8,000 円 5,700 円 5,900 円

② 均等割額
　　（加入者数１人当たり）

20,400 円 21,800 円 4,700 円 5,800 円 8,000 円 9,000 円

③ 所得割額
　　（所得に応じて計算）

8.92％ 9.37％ 2.00％ 2.30％ 2.12％ 2.20％

軽
減
な
し

区分 改定前 改定後 差引額

医療保険分 291,200 円 306,700 円 15,500 円

後期高齢者医療支援分 65,800 円 77,200 円 11,400 円

介護保険分 64,100 円 67,900 円 3,800 円

計 421,100 円 451,800 円 30,700 円

７
割
軽
減

区分 改定前 改定後 差引額

医療保険分 21,600 円 22,700 円 1,100 円

後期高齢者医療支援分 4,900 円 5,800 円 900 円

介護保険分 0 円 0 円 0 円

計 26,500 円 28,500 円 2,000 円

区　分

■ 軽減措置 ■ 改定前と改定後の国保税の比較例

　世帯主と国保加入者の合計所得金
額が一定水準以下であれば、下記の
ように国保税の平等割、均等割が軽
減されます。市・県民税申告手続きを
行わないと所得が確定できませんの
で、所得がない人でも必ず申告を行っ
てください。

【例１】40 歳以上の夫婦＋子ども２人、世帯の所得金額 233 万円（給与収入
　　　 １人で 358 万 8,000 円）の場合

【例２】65 歳以上の２人世帯、世帯の所得金額 0 円（基礎年金収入２人で
　　　 157 万 3,000 円）の場合

※介護保険料は、別途納付することになります（年金からの徴収など）。

軽減割合 軽減基準（年間）

７割軽減 合計所得金額が 33 万円
以下の世帯

５割軽減

合計所得金額が（33 万
円＋世帯主を除く被保険
者数 ×24 万 5,000 円）
以下の世帯

２割軽減
合計所得金額が（33 万
円＋被保険者数 ×35 万
円）以下の世帯

健康の維持に
努めましょう！

　市では、生活習慣病による医

療費の増大を防ぐため、保健師

などによる保健指導をいっそう

推進していきます。市民一人ひ

とりが『適度な運動』『バランス

のよい食生活』を心がけ、特定

健診などによる病気の早期発見、

早期治療を行うなど、健康の維

持に努めていきましょう。

大切な医療費を有効に使うための７つ のポイント

①『かかりつけ医』を持ち、医師の指示を守りましょう。
② 休日・夜間の受診は控え、できるだけ診療時間内に受診しましょう。
③ 同じ病気で複数の病院にかかるのはやめましょう。
④『お薬手帳』を利用し、薬の飲み合わせや不要な薬をもらわないよ

うに注意しましょう。
⑤ 医師と相談のうえ、ジェネリック医薬品を上手に利用しましょう。
⑥ 1 年に 1 回特定健診を受けましょう。
⑦ 定期的にがん検診、人間ドック、脳ドックを受けましょう。
※ 医療の受け方、生活習慣を少し見直すだけで、医

療費を節約することができます。上手な受診を心
掛けて医療費の節約にご協力をお願いします。
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■ 問合先  福祉課子育て支援室
　　　　　（　 ☎㉓２１７４）

■ 問合先  佐賀県後期高齢者医療広域
　　　　　 連合業務課給付係

　（☎０９５２64８４７６）

　専門的な資格取得のため修業する場合、高等技能訓
練促進費を支給します。また、修業期間の修了後、入
学支援修了一時金を支給します。
● 対象者　児童を養育している母子家庭の母で、次の
　すべての要件を満たす人
①伊万里市に住所を有する人
②児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所

得水準の人
③２年以上の養成期間において、一定期間のカリキュ

ラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人
④過去にこの促進費を受給したことのない人。同様の

給付金を受けたことのない人
● 対象資格
　２年以上修業する必要があり、資格取得後、当該職
　種への就労が見込まれる専門的な資格
　（例：正看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、

作業療法士）
● 支給対象期間
▷高等技能訓練促進費…修業期間の全期間（上限３年）
※ 平成 26 年３月 31 日までに、修業を開始する人に

限ります。
▷入学支援修了一時金…修了を経過した日以降
● 支給額
▷高等技能訓練促進費
　市町村民税非課税世帯　月額　100,000 円
　市町村民税課税世帯　　月額　  70,500 円

▷入学支援修了一時金
　市町村民税非課税世帯　　　　　50,000 円
　市町村民税課税世帯　　　　　　25,000 円
● 申請方法
　事前に問合先まで連絡をお願いします。

　就業に結びつきやすい講座を受講した場合、受講料
の２割を支給します。
● 対象者
　児童を養育している母子家庭

の母で、次のすべての要件を
満たす人

①伊万里市に住所を有する人
②児童扶養手当の支給を受けて

いる、または同様の所得水準
の人

③雇用保険の教育訓練給付の受
給資格のない人

● 対象講座
　雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
　（例：ホームヘルパー、医療事務など）
● 支給額
　対象講座の受講料の２割相当額
　（上限 100,000 円、下限 4,000 円）
● 申請方法
　事前に問合先まで連絡をお願いします。

自立支援教育訓練給付金

高等技能訓練促進費

ガンバるお母さんを支援します！

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発
医薬品）に切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通
知はがきを『ジェネリック医薬品に関するお知らせ』として、対象となる皆さんに１月末から郵送
しています。なお、ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることをお伝
えするもので、切り替えを強制するものではありません。

佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

ジェネリック医薬品に切り替えると
　　　　　　薬代が安くなる場合があります

　 　ジェネリック医薬品とは
　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発医薬品）の特許が切れた
後に販売される医薬品です。先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果を持
つ医薬品ですが、まったく同一というわけではありません。ジェネリック医
薬品を希望する場合、まずは、かかりつけの医師や薬剤師へご相談ください。

　 　対象者
　処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、１か月
あたり一定額以上自己負担額の軽減が見込まれる人が対象で、必ずしも全員
に送付するわけではありません。

　 　問い合わせ窓口
　皆さんからの通知書に関する問い合
わせに答えるため、問い合わせ専用窓
口『国民健康保険中央会コールセン
ター』を設けています。通知書裏面に
コールセンターのフリーダイヤルを記
載していますので、ご利用ください。

母子家庭の母の就職を支援する『母子家庭自立支援給付金事業』についてお知らせします。ぜひ活用ください。



　佐賀県西部地区４市５町（伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉
野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町）で構成す
る佐賀県西部広域環境組合（管理者　塚部伊万里市長）が、
本市松浦町に建設を進めている広域ごみ処理施設の完成予定
図（鳥

ちょうかん

瞰図）が公表されました。
　施設の外観は、焼き物の積み出し港として栄え、白壁風土
蔵が立ち並んでいた往時の伊万里の街並みをイメージし、和
風を基調とした親しみのある『蔵』をモチーフにしたデザイ
ンとなっています。
　広域ごみ処理施設は、エネルギー回収推進施設（焼却施設）、
マテリアルリサイクル推進施設（粗大ごみ処理施設）、管理棟、
調整池などを備え、平成27年10月からの供用開始をめざし、
現在、取付道路工事、敷地造成工事などが行われています。

■施設の場所
　伊万里市松浦町大字山形・中野原地内
■施設建設地の面積
　造成面積　　　約９㌶
　うち施設面積　約３㌶
■施設の概要
● エネルギー回収推進施設
▷処理方式　ガス化溶融方式
▷施設規模　約 205 ㌧ / 日（２炉）
　　　　　　24 時間連続稼働
▷処理対象物
　可燃ごみ、粗大ごみ処理施設からの

可燃・不燃残
ざ ん さ

渣
▷その他　　発電施設
● マテリアルリサイクル推進施設
▷施設規模　約 22 ㌧ / １日５時間運転
▷処理対象物　粗大ごみ、不燃ごみ
● その他関連施設
　管理棟、計量棟、駐車場、防災調整

池など

松浦町に平成 27 年度完成予定

～ 衛生的な市民生活の確保をめざして ～

広域ごみ処理施設の完成予想図を公表
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■位置図

施設建設地

施設の完成イメージ図

■施設配置予定図

■問合先　
　佐賀県西部広域環境組合（☎㉙８４５５）
　〒 848-0027　伊万里市立花町 1542 番地 24

計量棟

残渣搬送
コンベヤ

渡り廊下

渡り廊下
作業員駐車場 B

作業員駐車場 C

回収資源物
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「
ぬ
く
も
り
の　

コ
タ
ツ
に
集

う　

里
帰
り
」。
こ
の
川
柳
は
、

１
月
11
日
、
今
年
最
初
の
佐
賀
新

聞
読
者
文
芸
欄
に
掲
載
さ
れ
た
私

の
作
品
で
す
。
昭
和
30
年
代
か
ら

40
年
代
を
思
い
起
こ
し
て
投
句
し

ま
し
た
。

　

当
時
は
、
ま
だ
今
の
よ
う
な
電

気
コ
タ
ツ
で
は
な
く
、
炭
や
練
炭

を
燃
料
に
し
た
掘
り
ゴ
タ
ツ
で
暖

を
と
っ
て
い
ま
し
た
。
炭
火
が
弱

く
な
る
と
コ
タ
ツ
に
潜
っ
て
炭
を

つ
ぎ
足
さ
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

炭
火
に
足
を
近
づ
け
す
ぎ
て「
ア
ッ

チ
ッ
チ
」
と
火や
け
ど傷
寸
前
、
そ
ん
な

思
い
出
も
多
い
昭
和
時
代
の
冬
を

代
表
す
る
暖
房
用
具
で
す
。

　

お
嫁
に
行
っ
た
姉
さ
ん
が
子
ど

も
を
連
れ
て
里
帰
り
し
た
り
、
都

会
に
就
職
し
た
人
が
帰
省
し
た
り

し
て
、
久
し
ぶ
り
に
家
族
が
そ

ろ
っ
て
コ
タ
ツ
を
囲
む
一
家
団だ
ん
ら
ん欒

の
模
様
を
川
柳
に
し
た
も
の
で

す
。
コ
タ
ツ
の
ぬ
く
も
り
を
通
し

て
、
家
族
の
ぬ
く
も
り
や
コ
タ
ツ

の
上
で
囲
ん
だ
鍋
の
ぬ
く
も
り
な

ど
を
感
じ
取
っ
て
い
た
だ
け
た
ら

と
思
い
ま
す
。

　

作
品
の
解
説
は
以
上
で
終
わ
る

と
し
て
、
誰
で
も
コ
タ
ツ
へ
の
思

い
出
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
コ
タ
ツ
と
い
え
ば
、
私

は
受
験
勉
強
を
思
い
出
し
ま
す
。

当
時
は
、
ま
だ
エ
ア
コ
ン
な
ど
が

家
庭
に
普
及
し
て
い
な
い
時
代
で

す
か
ら
、
夜
中
に
勉
強
す
る
と
き

は
毛
布
を
下
半
身
に
巻
く
か
、
あ

る
い
は
コ
タ
ツ
で
暖
を
と
る
か
で

し
た
。
鉛
筆
の
手
休
め
に
ミ
カ
ン

の
皮
を
む
き
、
深
夜
に
お
よ
ぶ
受

験
勉
強
は
コ
タ
ツ
の
中
の
猫
が
友

達
で
し
た
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に

も
気
持
ち
が
良
す
ぎ
て
、
つ
い
つ
い

ウ
ト
ウ
ト
と
寝
入
っ
て
し
ま
っ
て

勉
強
も
思
う
よ
う
に
は
か
ど
ら
ず
、

挙あ

げ

く句
の
果
て
に
い
つ
の
間
に
か

炭
火
が
消
え
て
し
ま
い
、
ズ
〜
ン

と
寒
気
が
し
て
風
邪
ま
で
ひ
い
て

し
ま
う
、
そ
う
い
う
失
敗
談
も
あ

り
ま
す
。

　

今
、
受
験
生
は
志
望
校
を
め
ざ

し
時
間
を
惜
し
ん
で
猛
勉
強
中
だ

と
思
い
ま
す
が
、
も
う
少
し
耐
え

れ
ば
春
は
や
っ
て
来
ま
す
。
木
や

草
も
冬
に
耐
え
、
春
に
花
を
咲
か

せ
よ
う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
現

代
風
の
コ
タ
ツ
で
暖
を
と
り
、
ぬ

く
も
り
を
感
じ
な
が
ら
、
嬉
し
い

春
一
番
の
合
格
の
知
ら
せ
が
届
く

よ
う
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
『
コ
タ
ツ
』

市
長
雑
感

伊
万
里
市
長 　

塚
部 

芳
和

　
大
型
貨
物
船
の
入
港
に
対
応
す

る
た
め
、
国
と
県
が
水
深
13
㍍
岸

壁
の
整
備
を
進
め
て
い
る
伊
万
里

港
国
際
物
流
タ
ー
ミ
ナ
ル
（
黒
川

町
七
ツ
島
地
区
）
に
、
県
内
初
と

な
る
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
が
１

月
11
日
に
設
置
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
は

移
動
式
で
高
さ
は
約
40
㍍
。
一
度

に
50
㌧
ま
で
の
荷
物
を
積
み
降
ろ

し
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
１
時

　
市
は
、
災
害
か
ら
市
民
の
生
命

を
守
る
た
め
、
住
民
手
作
り
に
よ

る
防
災
マ
ッ
プ
の
作
製
を
推
進
し

て
い
ま
す
。
今
年
度
か
ら
３
年
か

け
、
す
べ
て
の
行
政
区
で
作
る
こ

と
と
し
て
お
り
、
全
国
的
に
も
珍

し
い
先
進
的
な
試
み
で
す
。
地
域

の
状
況
を
熟
知
し
て
い
る
住
民
が

主
体
と
な
っ
て
取
り
組
む
こ
と

で
、
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
や
か

な
マ
ッ
プ
と
な
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ

り
、
避
難
に
対
す
る
意
識
を
高
め

る
こ
と
に
も
役
立
っ
て
い
ま
す
。

間
当
た
り
で
最
大
40
個
の
コ
ン
テ

ナ
を
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
作

業
能
力
は
既
存
の
ク
レ
ー
ン
の
２

倍
以
上
と
な
る
こ
と
か
ら
、
伊
万

里
港
の
港
湾
機
能
の
飛
躍
的
な
向

上
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
水
深
13
㍍
岸
壁
は
今
年
度
中
に

も
完
成
す
る
予
定
で
あ
り
、
ガ
ン

ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
は
４
月
中
旬
か

ら
の
供
用
開
始
が
見
込
ま
れ
て
い

ま
す
。

　
今
年
度
の
作
製
に
取
り
組
ん
で

き
た
黒
川
町
、
南
波
多
町
、
二
里

町
、
東
山
代
町
の
４
町
58
区
の
マ
ッ

プ
が
こ
の
た
び
完
成
。
１
月
15
日
、

関
係
者
に
対
す
る
説
明
会
が
市
民

セ
ン
タ
ー
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

黒
川
町
真
手
野
区
と
南
波
多
町
井

手
野
区
が
代
表
し
て
事
例
発
表
を

行
い
、
作
製
の
経
過
や
気
づ
い
た

点
な
ど
を
報
告
し
ま
し
た
。

　
完
成
し
た
マ
ッ
プ
は
、
４
町
の

各
世
帯
へ
配
布
す
る
予
定
で
す
。

災
害
時
の
避
難
先
や
危
険
箇
所
な

ど
が
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
日

頃
か
ら
見
や
す
い
場
所
に
掲
示

し
、
避
難
経
路
の
確
認
な
ど
に
活

用
し
て
く
だ
さ
い
。

伊
万
里
港
の
港
湾
機
能
が
飛
躍
的
に
向
上

目
に
付
く
と
こ
ろ
に
置
い
て
日
頃
か
ら
活
用
を

県
内
初
の
ガ
ン
ト
リ
ー
ク
レ
ー
ン
設
置

伊万里港に設置された大型ガントリークレーン

避難場所や経路の選定など、マップ作製の経
緯を説明する黒川町真手野区・山口正信区長

わ
が
ま
ち
・
わ
が
家
の
防
災
マ
ッ
プ
完
成


